
財政健全化と持続可能
な成長を通じた経済の
形成

2025～26年度香港予算案





主なポイント

見直し
知的財産支出に対する損金算入措置を 各種社会保障給付金を

半月分追加支給

強化
海運部門に関する現行の税制措置を

100香港ドルの印紙税が課される不動産の最大
価値を300万香港ドルから

400万香港ドル
に引き上げ

半減する
優遇措置を導入

適格な商品取引業者に対して税率を

航空旅客出国税を、
旅客1人当たり120香港ドルから

200香港ドル
に引き上げ

非課税扱い
船舶燃料補給用グリーンメタノール向けの

人材・投資家向けビザの申請料は600香港ドルと
なり、発行費用は滞在期間に応じて600香港ドル
または1,300香港ドルに

引き上げ

中止
来年は商業用土地の売却を

公共交通運賃補助制度の下で、補助金徴収の
基準を400香港ドルから

500香港ドル
に引き上げ

税額控除

2024～25年度においては、事業所得税、給与所

得税およびパーソナル・アセスメントについて、税額
の100%または1,500香港ドルのいずれか小さい
金額を

高齢者・障がい者向け公共交通費の割引制度で
ある「80%割引による2香港ドル定額運賃」制度の
下での、2香港ドルの割引回数は

月間240回
に制限

免除

2025～26年度の第1四半期において、香港域内外
の不動産税（レーツ）について、 500香港ドルを上限
として

今後5年間、毎年1,500億香港ドルから

1,950億香港ドル
の債券を発行
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財務長官は2025～26年度予算案において、
2028～29年度以降の財政黒字への回復を

目指し、「強化版」の財政健全化プログラムを打ち
出すとともに、経済刺激に向けた基盤強化、
新たな生産力の育成、北部都市圏の開発に関
する計画の詳細を発表しました。

財政健全化の強化策
「強化版」の財政健全化プログラムでは、政府の経常支
出削減率を従来の1%から2%に引き上げ、その実施期
間を2027～28年度まで2年間延長することとして

います。これに伴い、人材の効率的活用を進めることで、
香港政府全体で約1万人分の公務員が削減される
見通しです。また、2025～26年度における公務員
給与は据え置かれることになりました。

基幹産業と新たな生産力の強化
香港の国際金融センターとしての地位を強化するため、
香港証券取引所は、東南アジア諸国連合（ASEAN）

および中東地域でのプロモーション活動を強化します。
この取り組みは、より多くのプライベートエクイティ・

ファンドが香港での上場を検討するよう促すことを目的
としています。また、最新の経済動向や企業ニーズに
合わせて上場要件の見直しを行います。

また、2028年までに世界最大の国境を越えたウェルス

マネジメント・センターとしての地位を確立するという取り
組みの一環として、シングルファミリーオフィスが運用
するファンドや同族投資持株会社への優遇税制や、

プライベートエクイティ・ファンドによるキャリード・インタ
レストに対する優遇税制の強化といった提案も策定
されています。

香港を国際海運センターとしてさらに発展させるため、
財務長官は、適格な商品取引業者に対して税率を半分
にする優遇措置の導入方針を示しました。

新たな質の高い生産性として、香港は人工知能を中核
産業として確立するとともに、伝統的な産業の高度化と
変革を支援する取り組みを進めていく方針です。

知的財産（以下、「IP」）は、新興産業の発展にとって
重要な基盤です。この点について、財務長官は、（i）IP
の使用権を取得するための一括ライセンス料、（ii）関連
会社からのIPまたはIP使用権の購入に伴う関連費用

（いずれも現在は損金不算入）など、さまざまな関連する
費用の損金算入措置を検討する方針を表明しました。

この提案の目的は、香港における知的財産集約型産業
の発展を加速し、知的財産取引の成長を促進すること
にあります。

総評
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北部都市圏
財務長官は、北部都市圏の発展が香港の社会的・
経済的発展にとって極めて重要であることを強調

しました。これにより、イノベーションとテクノロジー産業
の成長を促進し、グレーターベイエリアの開発へのより
一層の関与を可能とするとともに、香港市民に質の
高いキャリア開発の機会の提供と生活環境の創出を
することにつながります。

この開発プロジェクトや、市民の生活向上を目的とした
その他の重要なインフラプロジェクトの資金を調達する
ため、2025～26年度から2029～30年度までの5年
間、毎年約1,500億香港ドル～1,950億香港ドル相当
の債券を発行する予定です。

財政黒字への回復
香港の財政準備高は、累積債券発行による収入から
償還分を差し引いた収入を考慮すると、2030年3月
31日時点で約5,790億香港ドルになると推定され、
これはその時点のGDPの約13.9%、つまり政府支出の
約8カ月分に相当します。

財務長官は、2025年10月から空港出国税を120香港
ドルから200香港ドルに引き上げる以外、新たな税金を

提案せずに一定期間にわたって財政均衡を図ろうとして
います。本空港出国税の調整により、年間16億香港ド
ルの追加収入が見込まれます。

今回の予算で発表された一連の措置は、香港が直面
している財政赤字が構造的なものではなく、主に景気
循環的なものであるという財務長官の見解と一致して

います。北部都市圏の開発と香港の経済力強化に重点
を置くことは、将来への長期的な投資と位置付けられて
います。これらの取り組みは、香港に長期的には、
大きな経済的利益をもたらし、投資回収になると期待
されています。
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財務長官が予算案で説明した主な税制・ビジネス
関連施策は以下の通りです。

2025年のグローバル・ミニマム税と国内
ミニマム税の導入
財務長官は、グローバル・ミニマム課税と香港ミニマム
トップアップ税（以下、「HKMTT」）を2025年1月1日か
ら施行するための法案が立法会に提出されたことを
明らかにしました1。この提案により、2027～28年度
から毎年約150億香港ドルの税収を政府にもたらす
ことになります。

これらの措置の導入は、香港が経済協力開発機構
（OECD）の包括的フレームワークの一員として、国際
的な税務上の義務に沿ったものであり、対象となる
多国籍企業（以下、「MNE」）グループが香港に所在

する軽税率構成事業体に対する香港の課税権を保護
する手段でもあります。

外国企業の香港への本拠地移転に関する法案
財務長官は、他の国・地域で設立または本拠地を置く
企業が香港に本拠地移転できるようにする法案が立法
会に提出されたことを明らかにしました。

当該法案が可決された場合、外国で設立または本拠
地を置く企業は香港に本拠地移転をすることが可能と
なり、当該企業の法的アイデンティティが維持され、
事業の継続性が維持されることになります。

香港に本拠地移転をした後、その法人設立地または
元の本拠地所在地にて求められる経済的実体要件
などの規制要件を順守する必要がなくなります。

さらに、グローバル・ミニマム税制の導入により、大規模
MNEが事業を行う全ての国・地域で最低15%の税率が
義務付けられることになります。これにより、MNEに

とって、従来の軽税率国・地域に事業体を設立すること
の魅力がさらに低下することになるでしょう。

これにより、そのようなMNEが保有する香港域外の投資

持株会社や事業会社について、香港という、法の支配
による強固な伝統に裏付けられ、ビジネスのしやすさで
知られる地域へ本拠地を移転するニーズが生まれる
ことでしょう。

この法案では、本拠地移転会社の未実現利益について、
移転時に外国で支払った税金に対する片務的な税額控
除措置が規定されています。この税額控除は、香港に
おいて利益が実現した際に再度課税される場合、香港
の事業所得税に対して適用することができます。

本拠地を移転してきた会社は香港で設立された会社と
見なされ、香港居住者として認められることにより、香港
のほとんどの租税条約および国際的な最低税率を享受
することができます。これにより、香港が提案する本拠
地移転制度の魅力がさらに高まるでしょう。

一方で、本拠地移転会社は実質的に香港設立会社

として取り扱われるため、改正会社法の規定全てを順守
することが求められるため、本拠地移転会社の株式譲
渡については香港印紙税が課される可能性があります。
法案には印紙税の免除または軽減に関する規定が
設けられていないことに留意すべきです。

主な税制・ビジネス関連施策

1グローバル・ミニマム税とHKMTTの詳細については、EYの香港タックスアラートをご参照ください。

https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/ja-jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2025/pdf/ey-japan-hong-kong-tax-alert-23-jan-2025-j.pdf
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国際海運センターとしての香港のさらなる
発展に向けた優遇税制措置の強化

財務長官は、香港を国際海運センターとしてさらに発展
させる手段として、適格な商品取引業者に対する優遇
税制措置を導入すると発表しました。

船舶所有者、船舶運航事業者、船舶マネジメント事業
者および現物商品の適格な取引業者は伝統的な海運
セクターにおける重要なビジネス主体です。これらの

業者は海運クラスターの中核を成し、海上輸送や関連
する海事サービスについてビジネス需要を創出して
います。

適格な商品取引業者は、貨物（砂糖や米などの農産物、
石油製品、鉄、鉱石、石炭などの原材料など、コンテナ
積みされていない商品）の所有者です。これらの取引
業者は多くの場合、自社所有または子会社を通じて
チャーターした船隊を管理し、貨物を港から港へ輸送し
て買主に届けます。そのため、貨物輸送用の船舶を提
供する船舶所有者と密接な関係にあります。これらの
船舶所有者は、関連する海運業務に携わる船舶マネジ
メント事業者や運航事業者によって支えられています。
もし香港に拠点を設ける現物商品取引業者を増やすこ
とができれば、香港の海運業界にさらに大きなビジネス
チャンスが生まれる可能性があります。

また財務長官は、香港をはじめとする多くの国・地域で
グローバル税源浸食防止（以下、「GloBE」）ルールの

導入を踏まえ、政府がオペレーティング・リースに基づく
船舶リース事業者に対し、船舶取得費用の損金算入を
認める意向を示しました。この損金算入案は、現行の
当該企業に対する名目上の課税標準引き下げに代わ
るものと見られます。現行の名目上の課税標準の引き
下げでは、最低実効税率（以下、「ETR」）が引き
下げられ、その結果、GloBEルールに基づくトップ

アップ税が課されるという心配があります。しかし、今回
認められる損金算入については、当該企業のETRは
引き下げられない見込みです。

私募ファンド、シングルファミリーオフィス、
キャリード・インタレストに対する優遇税制の
強化

財務長官は、政府が今年中に、これらの優遇税制を
強化するための提案を策定することを示唆しました。

政府が以前に発表したコンサルテーション・ペーパーに
基づき、改訂案には、対象資産の範囲を拡大し、香港域
外に所在する不動産、排出デリバティブ／排出枠・炭素
クレジット、保険連動証券、非法人の個人事業体の持分、
貸付金、プライベートクレジット投資、仮想資産などが
含まれます。

特に、貸付金やプライベートクレジット投資を含む対象
資産の拡大案は、この業界において長年の要望でした。

現行法では、私募ファンドや同族投資持株会社による債
券取引から得られる所得は、非課税扱いとなっています。
ただし、これらの債券から得られる受取利息は、付随所
得として分類されます。付随所得としての受取利息に対
する非課税措置には制限があり、具体的には、受取利
息が総所得の5%を超えてはなりません。この基準額を
超えた場合、受取利息の全額が課税対象となります。

改訂案では、このような利子所得は、制限無く免税対象
として扱われる予定です。

一方で、私募ファンドについては、現在は義務付けられ
ていない税務報告要件や実質的な活動要件の導入
案は、業界からはあまり好意的に受け止められて
いません。

EYは、対象資産の範囲拡大案を歓迎しますが、私募

ファンドに対する追加的な税務報告義務や実質的活動
要件の導入については、政府がさらにそのメリットと
デメリットを検討する必要があると考えています。



予算案作成上の主要な仮定、予測および
基準

2025～26年度から2029～30年度の中期予測に
おける仮定

▪ 予測期間の実質GDP成長率は、2025年を2%～3%、
2026年～29年のトレンドを2.9%と見積

▪ 投資利益率は、2025年を4.4%、その後2026～29
年にかけては年間2.7%～4.7%と見積

▪ 2026～27年度以降の土地売却収入をGDPの2%と
見積

▪ 2029年3月31日時点の財政準備金の予測残高は、
前回は8,322億香港ドルと見積もられていたが、
今回は5,541億香港ドルへと修正された（その年度
のGDPの14.0%に相当）。また、30年3月31日時点
の財政準備金の予測残高は、5,791億香港ドルと
見積もられている（その年度のGDPの13.9%に相当）。

予算案作成基準

▪ 予算収支
長期的に総合収支の均衡を維持

▪ 歳出方針
長期的な経済成長率に対応した公共支出

▪ 利益準備金
収益からの実質利回りを長期的に維持

▪ 財政準備金
長期的に適切な準備金を維持

中期予測と財政準備金（単位：10億香港ドル）

出典：“Appendices”, The Budget 2025-26, Hong Kong SAR Government, 2025, www.budget.gov.hk/2025/eng/pdf/e_appendices_a.pdf （2025年2月28日アクセス）を基にEY作成 
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年度
2024～25
（改訂後）

2025～26 2026～27 2027～28 2028～29 2029～30

一般会計歳入 526.8 621.2 663.2 681.6 699.6 738.2

一般会計歳出 (599.9) (624.2) (634.8) (640.6) (657.3) (682.3)

一般会計収支 (73.1) (3.1) 28.4 41.0 42.3 55.8

資本会計歳入 32.7 38.3 51.7 76.9 82.1 99.9

資本会計歳出 (154.8) (198.1) (200.6) (195.4) (184.2) (187.5)

政庁債返済前の資本剰余金 (122.1) (159.8) (148.9) (118.5) (102.1) (87.6)

付加：政庁債発行による            

正味収入
130.0 150.0 160.0 195.0 190.0 190.0

控除：政庁債の償還 (22.1) (54.1) (59.5) (134.3) (119.6) (133.2)

総合収支 (87.2) (67.0) (20.0) (16.8) 10.6 25.0

3月31日時点の財政準備金 647.3 580.3 560.3 543.5 554.1 579.1

https://www.budget.gov.hk/2024/eng/pdf/e_appendices_a.pdf


香港の税制
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給与所得税

給与所得税は、一定の現物給与を含む香港を源泉とする給
与所得に対して課税されます。住宅手当については、税制上
の優遇措置があり、一般的に住宅手当以外の給与の10%が
みなし家賃として給与所得に加算されます。

その他の免除規定には以下のものが含まれます。

▪ 香港および香港外の雇用契約の双方について60日基準
による免除規定

▪ 香港外の雇用契約の場合、滞在日数基準での課税

税率と所得控除

給与所得税の税額は以下で計算した金額のいずれか低い
方となります。

▪ 所得控除後、人的所得控除前の課税対象所得に標準税
率15%（500万香港ドルまで）／16%（500万1香港ドル
以上）を乗じた金額

▪ 所得控除および人的所得控除後の課税対象所得に以下
の累進税率を乗じた金額

累進税率 2025～26

HK$50,000まで 2%

HK$50,001からHK$100,000まで 6%

HK$100,001からHK$150,000まで 10%

HK$150,001からHK$200,000まで 14%

HK$200,001以上 17%

累進税率 2024～25

HK$50,000まで 2%

HK$50,001からHK$100,000まで 6%

HK$100,001からHK$150,000まで 10%

HK$150,001からHK$200,000まで 14%

HK$200,001以上 17%

人的所得控除
2025～26

HK$
2024～25

HK$

基礎控除（独身） 132,000 132,000

基礎控除（既婚）* 264,000 264,000

扶養子控除（1人につき）
第1子から第9子まで
▪ 誕生年度
▪ 翌年度以降

260,000
130,000

260,000
130,000

扶養父母・祖父母控除（1人につき）
60歳以上
▪ 同居の場合
▪ 別居の場合
55歳から59歳まで
▪ 同居の場合
▪ 別居の場合

100,000
50,000

50,000
25,000

100,000
50,000

50,000
25,000

扶養兄弟姉妹控除（1人につき） 37,500 37,500

寡婦（夫）控除 132,000 132,000

障がい者控除 75,000 75,000

扶養障がい者控除 75,000 75,000

自己学習費用およびその他の控除（限度額）
2025～26

HK$
2024～25

HK$

自己学習費用 100,000 100,000

高齢者在宅介護費用控除 100,000 100,000

住宅ローン控除1

▪ 基本分
▪ 追加分

100,000
20,000

100,000
20,000

住宅賃借料
▪ 基本分
▪ 追加分

100,000
20,000

100,000
20,000

退職金給付に対する強制積立 18,000 18,000

年金保険料およびMPFへの自発的な拠出金 60,000 60,000

任意健康保険制度での保険料（1人に付き）2 8,000 8,000

慈善寄付金
課税所得の

35%まで
課税所得の

35%まで

生殖補助医療にかかる費用 100,000 100,000

* 既婚者でその配偶者に課税所得が発生していないか、 配偶者とともに合算申告を選択した場合に認められます。

1．控除期間：20年

2．納税者または配偶者の祖父母、両親、兄弟姉妹を対象とする特定の親族に適用

出典：”Supplement”, The Budget 2025-26, Hong Kong SAR Government, 2025, www.budget.gov.hk/2025/eng/pdf/e_supplement02.pdf （2025年2月28日アクセス）を基にEY作成 

http://www.budget.gov.hk/2025/eng/pdf/e_supplement02.pdf


事業所得税

▪ 課税対象：課税所得は、会計上の利益に税法で
定められた加減算調整を行って算出されます。

▪ 税率：法人 – 16.5%*  その他 – 15%* 

* 2018～19年度から適用されている二段階の事業所得税率
制度により、法人および非法人事業の利益の200万香港ドル
までの税率は半分となり、残りの利益は上記の通常税率で
課税されます。

しかし、「関連当事者（Connected Entities）」に
関しては、 同一査定期間において、1社のみが
二段階の事業所得税率制度を適用できます。

▪ 欠損金の繰越: 税務上の欠損金は、租税回避が
疑われる場合を除き永久に繰越可能です。

▪ キャピタルゲイン：非課税です（国外源泉所得非課
税制度の対象となる）。

▪ 受取配当金：非課税です（国外源泉所得非課税制
度の対象となる）。源泉徴収もされません。

▪ 慈善寄付金：課税所得の35%までは損金算入可能
です。

▪ 非居住者に対するロイヤルティ支払
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印紙税

▪ 株式の譲渡：0.2%

▪ 不動産の譲渡

従価印紙税 第2基準税率

現行
(HK$)

基準税率1、2

(HK$)
税率

300万以下 400万以下 HK$100

300万 – 450万 400万 – 450万 1.50%

450万 – 600万 450万 – 600万 2.25%

600万 – 900万 600万 – 900万 3.00%

900万 – 2,000万 900万 – 2,000万 3.75%

2,000万以上 2,000万以上 4.25%

1 2025年2月26日以降に締結された不動産契約に適用されます。

2 マージナル・リリーフ（軽減措置）の対象となります。

▪ 90%以上の持株関係を有するグループ会社間での株式・
不動産の譲渡：免除

資産所得税
香港内の不動産を所有し賃貸する個人は、賃貸料収
入の80%に対して15%の標準税率で課税されます。

一方、法人の不動産賃貸収入は資産所得税の対象と
ならず、事業所得税として課税されます。

相続税
香港では2006年2月11日以降に亡くなった被相続人
の財産に相続税はかかりません。

その他の税金と費用
空港利用税

120香港ドル／ 200香港ドル（2025年第3四半期から）

（12歳未満は免除）

賭博税

▪ 競馬：総利益に対し複数の税率

▪ マークシックス：売上の25%

▪ サッカーくじ：総利益の50%

事業登録税

▪ 1年分の登録と賦課金：2,350香港ドル

▪ 3年分の登録と賦課金：5,650香港ドル

資本登録税
2012年6月1日付で全廃されました。

ホテル宿泊税：3%（2025年1月1日以降）

物品税
酒、たばこおよび炭素（燃料）に複数の税率

自動車登録税
私有車およびその他の車両の課税評価額に132%まで
の限界税率を適用

実効源泉徴収税率*

支払先
関係

法人 法人以外

非関連者 4.95% 4.5%

一定の要件を満たす関連者 16.5% 15%

* 二段階の事業所得税率制度および二重課税防止協定の適用により税率
が軽減される場合があります。

グローバル・国内ミニマム課税制度*

▪ 課税メカニズム：所得合算ルールにおけるグロー

バル・国内ミニマム課税および香港ミニマムトップ
アップ税が、2025年1月1日以降に開始する事業

年度より、軽課税所得ルールは政府によって後日
公表される日付より適用されます。

▪ 対象グループは、当年度の直前4事業年度のうち、
少なくとも2事業年度において、年間連結売上高が
7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業とされます。

▪ トップアップ税率：香港の実効税率と最低税率15%
の差額

*関連する法案は現在も立法会にて審議中。
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